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大阪府後期高齢者医療広域連合 

 

「だまされるな！特殊詐欺」啓発チラシを全被保険者へ配付します 

 

標記について、平成２９年７月３日から順次発送される後期高齢者医療被保険者証に

「だまされるな！特殊詐欺」啓発チラシを同封し、全被保険者（約１０７万人）に配付

しますので、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

１．目的 

  大阪府内では、医療費や保険料の還付があるとかたって現金をだまし取る還付金

詐欺が急増しており、特に高齢者が犯行のターゲットとされていることから、７５

歳以上の高齢者を対象とした後期高齢者医療制度の運営主体として、少しでも被害

を未然に防止するため、大阪府警察本部と連携して啓発チラシを作成し、全ての被

保険者に配付して注意を促します。 

 

 

２．配付物  

（１）名  称：「だまされるな！特殊詐欺」啓発チラシ（Ａ４版）別紙のとおり 

 （２）配付枚数：１，０７２，７４２枚（全被保険者分） 

 （３）配付期間：平成２９年７月３日（月）から７月中旬まで（被保険者証に同封） 

 （４）内  容 

   高齢者の被害の多い以下の３詐欺について重点的に啓発します。 

①還付金詐欺 … 「こちらの言うとおりにＡＴＭに入力してもらえれば還付金が振り

込まれます」は詐欺!! 

②オレオレ詐欺 … 「キャッシュカードを預かります、暗証番号教えて」は詐欺!! 

③架空請求詐欺 … 「〇〇までに金を振り込まないと民事訴訟を起こします」 

は詐欺!! 

 

（裏面に続く） 

問い合わせ先 

大阪府後期高齢者医療広域連合 

担当：総務企画課 大森（おおもり）、大本（おおもと） 

電話：０６－４７９０－２０２９（直通） 

FAX ：０６－４７９０－２０３０ 

所在地：大阪市 中央区 常盤町 1-3-8 中央大通ＦＮビル８階 

メールアドレス:koukikourei@kouikirengo-osaka.jp 



 

３．大阪府後期高齢者医療広域連合とは 

    後期高齢者医療制度の運営主体として、平成１９年１月に設立された特別地方

公共団体で、府内４３市町村が構成員となります。後期高齢者医療広域連合は、

各都道府県単位で設置されています。 

    後期高齢者医療制度は、７５歳以上の高齢者（一定の障害がある場合は６５歳

以上）を対象とした医療制度で、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、

平成２０年４月から従来の老人保健制度に代わる制度として実施しており、７５

歳以上の高齢者は、全ての方が後期高齢者医療制度の被保険者となります。 

  

 

 ４．広域連合長（東大阪市長 野田義和）コメント 

大阪府内では、還付金詐欺などの特殊詐欺が急増しており、特に、高齢者をタ

ーゲットにしていることに対して、大きな憤りと危惧を感じております。 

    この度、大阪府警察本部と連携して作成した啓発チラシを見て、被害に遭われ

る高齢者の方が一人でも少なくなることを願っております。 

 

 



「こちらの言うとおりにＡＴＭに入力してもらえれば
還付金が振り込まれます」は詐欺 !!

大阪府警察・大阪府後期高齢者医療広域連合

これが特殊詐欺の主な手口です！！

「キャッシュカード預かります、暗証番号教えて」は詐欺 !!

心当たりのない請求は、詐欺の可能性大！
「○○までに金を振り込まないと民事訴訟を起こします」は詐欺 !!

●犯人は、郵便、インターネット、携帯電話等を利用して不特定多数の者に対し、架空の
事実を口実とした料金を請求する文書を送付する等して現金を
　口座に振り込ませようとします。

オレオレ詐欺オレオレ詐欺

架空請求詐欺架空請求詐欺

過去最
悪

約５０億円以上！！約５０億円以上！！
平成28年中、大阪の特殊詐欺の被害総額は ……平成28年中、大阪の特殊詐欺の被害総額は ……

防犯対策防犯対策
◎ 一人で振り込まない。
　 すぐに振り込まない。

◎ 一人で悩まずに、家族や  
    最寄りの警察に相談をする。

◎ 常時留守番電話を利用したり、
ナンバーディスプレイ 機能を活
用し知らない人からの電話や非
通知の電話は無視！

　
◎ おかしいと思えばすぐに電話を切
断する。

◎ 身に覚えがなかったり、はっ きり
    しない請求には応じない。
  
◎ うまい儲け話に乗らない。
 
◎ 生活に支障がなければ、電話番
号の変更を考える。  　  

被害にあわないために
　日頃から、家族や友人と
防犯対策等について
　話し合う事が大切です!!

●犯人は、市役所や年金事務所の職員を名乗り、「医療費の過払い金があるので、ＡＴＭで
受け取ってください」等と言って、言葉巧みにＡＴＭまで誘導しようとします。
●犯人は、「還付期限が迫っているので、早くしてください」等と言って、
　あなたに考える時間を与えないようにしてきます。

●犯人は、あなたの実の息子の名前を名乗り架電し、「会社のお金を使い込んだ」などと嘘を
言い、解決金等の名目で現金を要求します。
●犯人は、警察官や銀行員を装い、言葉巧みにキャッシュカードを
　提出させ、暗証番号を聞き出そうとします。

だまされるな！特殊詐欺

還付金等詐欺還付金等詐欺
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